
自動車臨時運行許可申請に係る承諾書 

 

東久留米市長 殿 

 

許可証及び番号標（ナンバープレート）について、以下のとおり承諾します。 
 

確認欄 確認項目 

□ 申請した自動車並びに許可された目的及び経路以外には使用しません。 

□ 
許可証及び番号標（ナンバープレート）は、有効期間満了後５日以内に 
必ず返却します。 

□  許可証を紛失した場合は、「臨時運行許可証亡失届」を提出します。 

□ 
 番号標（ナンバープレート）を紛失した場合は、「臨時運行許可番号標亡失 
・き損届」を提出し、弁償金（１，０００円）を支払います。  

※内容を確認し、確認欄にチェックの記入をお願いします。 
 
 
（承諾日）令和  年  月  日   （氏 名）                 
 
 


